
2026年度「広報須坂」への有料広告掲載に関する仕様書 

 

１ 広告掲載紙 

名   称 「広報須坂」 

規   格 Ａ４判 ２色刷り（４色刷り） 

奇数月 24ページ（１～４、21～24は４色刷り） 

偶数月 28ページ（１～４、25～28は４色刷り） 

※総ページは基本としますが、変更になる場合があります。 

発 行 部 数 20,100部 

発 行 日 毎月１日付（前日発送・休日の場合はその前日） 

配布対象者 須坂市内全世帯及び一部企業 

配 布 方 法 自治会組織を通じて配布。 

  

２ 広告欄の紙面と掲載料 

 (1)「情報ファイル」の頁の最下段で、１枠を縦 45㎜・横 180㎜とし、６箇所へ掲載する。 

(2）インクは１色（クロ）とする。（別添広報須坂参照）。 

  

３ 広告欄の使用期間 

(1)使用期間は、５月１日から翌年の４月１日発行分までの年間 12回とし、１回単位とする。 

(2)広告原稿は、毎月定めた入稿日までに電子媒体に保存されたデータ等（二次的な処理を行う 

ことなく印刷することができるデータ形式）で市へ提出すること。ただし、原稿のデータ形 

式は市報印刷受注者及び広告代理店と協議し決定します。 

 (3)掲載記事の電子データ作成は、広告業者か広告主が行うものとする。 

 

４ 広告主の募集や広告掲載に関する手続きについて 

 (1)広告主の募集は広告業者が全て行うこととする。なお、広報須坂の紙面上でも募集を行う 

ことができるものとする。 

(2)記事内容の調整・優先順位の決定、記事作成、掲載料の支払いまで、広告主との一連の業務 

は広告業者が行うものとする。 

 

５ 広告掲載上の条件 

(1)広告内容及び掲載の優先順位は「須坂市広告掲載取扱要綱」により、市と協議し決定するも 

のとする。この場合において、協議が整わない場合はその広告は掲載できないものとする。 

 (2)広報須坂の広告欄は広告業者の年間買取りとする。 

 (3)掲載広告についての責任は、すべて広告業者が負うものとする。 

 

６ 広告掲載料の支払い 

  広告掲載料の請求は１カ月単位とし、請求日から 30日以内に市に支払わなければならない。 

 



７ その他 

  広告の掲載に関して、この仕様書と「須坂市広告掲載取扱要綱」及び「市報須坂有料広告掲

載要領」に定めがない事項が生じた場合は、市と協議して決定するものとする。 

 

入札の方法 
１ この入札で金額を見積もる部分は、下記のうち「①広報須坂への広告掲載料」の部分

だけです。「②代理店の営業費・利益等」や「③広告データ作成費」は除きます。 

 

                    広告主が支払う費用   

       

① 広報須坂への広告掲載料 
② 代理店の営業費 

・利益など 
③ 広告データ作成費 

 

見積もる 1枠あたりの金額 

 

２「①広報須坂への広告掲載料」の 1 枠あたりの見積額をもとに、年間 72 枠の掲載料の

総額を入札書に記入してください。最も高い金額を提示した事業者が落札します。 

 

 

 

３ 広告掲載枠 72枠の全てを買い取る契約です。 

 

４ 契約金額は、入札額に消費税相当額を加えた金額です。 

１枠あたり掲載料×6枠×12回分（2026.5月号～2027.4月号）＝ 年間合計 72枠 

 


